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第１－１ 訴訟に関する書類の電子化

１ 電磁的方法による公判調書の作成等

(1) 公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をも

って作成するものとすること。

(2) 公判前整理手続調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁

的記録をもって作成するものとすること。

(3) 裁判所書記官は、裁判所の規則の定めるところにより、(1)又は(2)

により作成した公判調書又は公判前整理手続調書を裁判所の使用に係

る電子計算機に備えられたファイル（以下単に「ファイル」という。）

に記録しなければならないものとすること。

２ 電磁的記録をもって作成された訴訟に関する書類等の閲覧・謄写等

(1) 終結前の事件の訴訟に関する書類等の閲覧・謄写

ア 弁護人による裁判所における閲覧・謄写

(ｱ) 刑事訴訟法第４０条第１項の訴訟に関する書類又は証拠物が電

磁的記録をもって作成されたものであるとき又は電磁的記録が記

録された記録媒体であるときは、同項の規定による閲覧又は謄写

は、当該電磁的記録の内容が表示されたものを閲覧し、若しくは

その内容が再生されたものを視聴し、又は当該電磁的記録を複写

し、若しくはこれが出力された書面を得ることによりするものと

すること。

(ｲ) (ｱ)による電磁的記録の複写については、裁判長の許可を受けな

ければならないものとすること。

イ 弁護人による電気通信回線を通じた閲覧・謄写

弁護人は、刑事訴訟法第４０条第１項の訴訟に関する書類又は証

拠物について、裁判長の許可を受けたときは、同項の規定にかかわ

らず、裁判所の規則の定めるところにより、電気通信回線を通じて、

これを閲覧し、又は謄写することができるものとすること。

ウ 被告人による公判調書の閲覧等

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定め

るところにより、被告人も、その内容が表示されたものを閲覧し、

又はその内容が再生されたものを視聴することができるものとし、

被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公

判調書の朗読を求めることができるものとすること。

(2) 終結後の事件の訴訟記録の閲覧

刑事訴訟法第５３条第１項の訴訟記録が電磁的記録をもって作成さ
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れたものであるときは、その閲覧は、当該電磁的記録の内容が表示さ

れたものを閲覧し、又はその内容が再生されたものを視聴することに

よりするものとすること。

３ 申立て等及びその記録の電子化

(1) 電子情報処理組織による申立て等

ア 刑事訴訟法第２５６条第１項の規定による公訴の提起その他の申

立て、請求その他の裁判所に対してする申述（以下「申立て等」と

いう。）であって当該申立て等に関する規定により書面をもってする

ものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所

の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理

組織を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方

法により行うことができるものとすること。

イ アの方法によりされた申立て等（以下「電子情報処理組織を使用

する申立て等」という。）については、当該申立て等を書面をもって

するものとして規定した申立て等に関する規定に規定する書面をも

ってされたものとみなして、当該申立て等に関する規定を適用する

ものとすること。

ウ 電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織

を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該

裁判所に到達したものとみなすものとすること。

エ 検察官又は弁護士である弁護人は、申立て等をするときは、アの

方法により行わなければならないものとし、ただし、口頭でするこ

とができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない

ものとすること。

オ エは、検察官又は弁護士である弁護人が裁判所の使用に係る電子

計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、

電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができ

ない場合には、適用しないものとすること。

(2) 書面による申立て等の電磁的方法による記録

申立て等が書面により行われたとき（(1)エに違反して行われたとき

を除く。）は、裁判所書記官は、当該書面に記載された事項をファイル

に記録しなければならないものとし、ただし、当該事項をファイルに

記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでないものと

すること。

４ 電磁的記録の送達

電磁的記録の送達について、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令
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和４年法律第４８号）による改正後の民事訴訟法第１編第５章第４節第

３款の規定を準用するものとすること。

５ 公判廷における電磁的記録の取調べ等

(1) 証人の尋問及び供述並びにその状況の録音・録画による記録

刑事訴訟法第１５７条の６第１項又は第２項に規定する方法により

証人尋問を行う場合（同項第４号の規定による場合を除く。）において

（注）、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき

再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であって、

証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、

その証人の尋問及び供述並びにその状況を録音及び録画を同時に行う

方法により調書の一部としてファイルに記録することができるものと

すること。

（注）証人尋問を映像と音声の送受信により実施することができる場合を追加

する場合には、そのうち上記と同様の記録をすることができるものとすべ

き場合を追加する。

(2) 証拠となる電磁的記録の取調べの方式等

ア 検察官、被告人又は弁護人の請求により、次の(ｱ)から(ｳ)までに

掲げる電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、その取調

べを請求した者に当該(ｱ)から(ｳ)までに定める措置をとらせなけれ

ばならないものとし、ただし、裁判長は、自ら当該措置をとり、又

は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該措置をとらせることが

できるものとすること。

(ｱ) 記録された言語の内容が証拠となる電磁的記録 これを朗読し、

又は再生すること。

(ｲ) 記録された事物の影像の状態が証拠となる電磁的記録 これを

表示し、又は再生すること。

(ｳ) 記録された音の状態が証拠となる電磁的記録 これを再生する

こと。

イ 裁判所が職権でア(ｱ)から(ｳ)までに掲げる電磁的記録の取調べを

するについては、裁判長は、自ら当該(ｱ)から(ｳ)までに定める措置

をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該措置をとら

せなければならないものとすること。

ウ 裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認

めるときは、調書に記録された証人の尋問及び供述並びにその状況

の再生に代えて、その取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは

裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は
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自らこれを告げることができるものとすること。

エ 裁判所は、調書に記録された証人の尋問及び供述並びにその状況

を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人

又は弁護人の意見を聴き、刑事訴訟法第１５７条の５に規定する措

置を採ることができるものとすること。

(3) 書面に記載された事項等の電磁的方法による記録等

ア 証拠調べを終わった電磁的記録は、裁判所の規則の定めるところ

により、遅滞なく裁判所に提出しなければならないものとすること。

イ 裁判所書記官は、刑事訴訟法第３１０条の規定により提出された

書面又は電磁的記録が記録された記録媒体に記載され、又は記録さ

れている事項をファイルに記録しなければならないものとし、ただ

し、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があると

きは、この限りでないものとすること。

６ 供述の内容を記録した電磁的記録等の作成及び取扱い

(1) 被疑者の供述を録取する調書の電磁的方法による作成

ア 刑事訴訟法第１９８条第３項の調書を電磁的記録をもって作成し

たときは、調書は、その内容を表示して被疑者に閲覧させ、又は読

み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立

てをしたときは、その供述を調書に記録しなければならないものと

すること。

イ 被疑者が、アの調書に誤りのないことを申し立てたときは、これ

に裁判所の規則で定める署名押印に代わる措置をとることを求める

ことができるものとし、ただし、被疑者がこれを拒絶した場合は、

この限りでないものとすること。

(2) 供述を録取した電磁的記録の取扱い

供述を録取した電磁的記録で裁判所の規則で定める供述者の署名又

は押印に代わる措置がとられたものは、刑事訴訟法第２９０条の３第

１項、第２９９条の４第６項、第３１６条の１４第１項第２号及び第

３項第２号、第３１６条の１５第１項第５号から第７号まで、第３１

６条の１８第２号、第３２１条第１項、第３２２条第１項並びに第３

５０条の８の規定の適用については、供述を録取した書面で供述者の

署名又は押印のあるものとみなすものとすること。

(3) 被告人以外の者の供述を記録・録取した電磁的記録等の証拠能力

刑事訴訟法第３２１条第１項第２号の「検察官の面前」について、

映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす

ることができる方法による場合を含む旨を規定すること。
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７ 電磁的記録の送致

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、刑事訴訟法に特別の定めの

ある場合を除いては、速やかに書類、証拠物及び証拠となる電磁的記録

その他の関係する電磁的記録とともに事件を検察官に送致しなければな

らないものとすること。

８ その他所要の規定の整備

【検討課題】

(1) 電磁的記録をもって作成された訴訟に関する書類等の複写の許可

２(1)ア(ｲ)の電磁的記録の複写の許可について、いかなる場合に許可を

し、又はしないものとするか。

(2) 電気通信回線を通じてする訴訟に関する書類等の閲覧・謄写の許可

２(1)イの電気通信回線を通じてする訴訟に関する書類等の閲覧・謄写

の許可について、いかなる場合に許可をし、又はしないものとするか。

(3) 電磁的方法による告訴・告発

刑事訴訟法第２４１条第１項の規定による告訴又は告発について、電磁

的記録を提出する方法によってもすることができるものとするか。

(4) 申立て等及びその記録の電子化

３(1)オのほか、同エを適用しないものとすべき場合はあるか。あると

した場合、それはどのような場合か。

(5) 証人の尋問及び供述並びにその状況の録音・録画による記録

証人尋問を映像と音声の送受信により実施することができる場合を追加

する場合に、刑事訴訟法第１５７条の６第１項各号に規定する証人を尋問

する場合及び同条第２項第１号から第３号までに掲げる場合と同様に、そ

の証人の尋問及び供述並びにその状況を調書の一部としてファイルに記録

することができるものとすべき場合はあるか。

(6) その他
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第１－２ 令状の電子的方法による発付・執行に関する規定の整備

１ 召喚状、勾引状、勾留状及び鑑定留置状の電子的方法による発付・執

行

(1) 召喚状、勾引状、勾留状及び鑑定留置状は、裁判所の規則の定める

ところにより、電磁的記録をもって発することができるものとするこ

と。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する召喚状には、被告人の氏名及

び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく

出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で

定める事項を記録し、裁判長又は受命裁判官が、これに裁判所の規則

で定める記名押印に代わる措置（当該裁判長又は受命裁判官の氏名が

表示されることとなるものに限る。）をとらなければならないものとす

ること。

(3) (1)により電磁的記録をもって発する勾引状又は勾留状には、被告

人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留

すべき刑事施設、有効期間並びにその期間経過後は執行に着手するこ

とができず令状の電磁的記録を検察官及び検察事務官又は司法警察職

員（刑事訴訟法第７０条第２項の規定により刑事施設職員が執行する

こととなる場合にあっては、検察官及び刑事施設職員）の使用に係る

電子計算機から消去し、及びこれを出力した書面があるときは破棄し、

かつ、これらをした旨を記載した書面又は記録した電磁的記録を裁判

長又は受命裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の年月日そ

の他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判長又は受命裁判官が、

これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置（当該裁判長又は

受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。）をとらなけれ

ばならないものとすること。

(4)ア (1)により電磁的記録をもって発せられた勾引状を執行するには、

これに記録された(3)の事項及び(3)の記名押印に代わる措置により

表示される裁判長又は受命裁判官の氏名を裁判所の規則で定める方

法により表示したものを被告人に示した上、できる限り速やかに、

かつ、直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければなら

ないものとすること。

イ (1)により電磁的記録をもって発せられた勾留状を執行するには、

これに記録された(3)の事項及び(3)の記名押印に代わる措置により

表示される裁判長又は受命裁判官の氏名を裁判所の規則で定める方
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法により表示したものを被告人に示した上、できる限り速やかに、

かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならないものと

すること。

ウ (1)により電磁的記録をもって発せられた勾引状又は勾留状につい

て、ア又はイによる表示をすることができない場合において、急速

を要するときは、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられ

ている旨を告げて、その執行をすることができるものとし、ただし、

ア又はイにより表示したものは、できる限り速やかに示さなければ

ならないものとすること。

２ 差押状等の電子的方法による発付・執行

(1) 差押状、記録命令付差押状及び捜索状は、裁判所の規則の定めると

ころにより、電磁的記録をもって発することができるものとすること。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する差押状、記録命令付差押状又

は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ

若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷

させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間並びに

その期間経過後は執行に着手することができず令状の電磁的記録を検

察官及び検察事務官又は司法警察職員（刑事訴訟法第１０８条第１項

ただし書の規定により裁判所書記官又は司法警察職員に執行を命ずる

場合にあっては、裁判所書記官又は司法警察職員）の使用に係る電子

計算機から消去し、及びこれを出力した書面があるときは破棄し、か

つ、これらをした旨を記載した書面又は記録した電磁的記録を裁判長

に提出しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則

で定める事項を記録し、裁判長が、これに裁判所の規則で定める記名

押印に代わる措置（当該裁判長の氏名が表示されることとなるものに

限る。）をとらなければならないものとすること。

(3) (1)により電磁的記録をもって発せられた差押状、記録命令付差押

状又は捜索状は、これに記録された(2)の事項及び(2)の記名押印に代

わる措置により表示される裁判長の氏名を裁判所の規則で定める方法

により表示したものを処分を受ける者に示さなければならないものと

すること。

３ 刑事訴訟法第１１９条の証明書等の電子的方法による交付

(1) 刑事訴訟法第１１９条の規定による証明書の交付は、これに代えて、

証明書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することにより

することができるものとすること。

(2) 刑事訴訟法第１２０条の規定による目録の交付は、これに代えて、
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目録に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することによりす

ることができるものとすること。

４ 刑事訴訟法第１６８条第２項の許可状の電子的方法による発付・執行

(1) 刑事訴訟法第１６８条第２項の許可状は、裁判所の規則の定めると

ころにより、電磁的記録をもって発することができるものとすること。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する刑事訴訟法第１６８条第２項

の許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべ

き身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑

定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記録するものとするこ

と。

(3) (1)により刑事訴訟法第１６８条第２項の許可状が電磁的記録をも

って発せられたときは、鑑定人は、これに記録された事項を裁判所の

規則で定める方法により表示したものを同条第１項の処分を受ける者

に示さなければならないものとすること。

５ 逮捕状の電子的方法による発付・執行

(1) 逮捕状は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもっ

て発することができるものとすること。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する逮捕状には、被疑者の氏名及

び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有

効期間並びにその期間経過後は逮捕をすることができず令状の電磁的

記録を検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機

から消去し、及びこれを出力した書面があるときは破棄し、かつ、こ

れらをした旨を記載した書面又は記録した電磁的記録を裁判官に提出

しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定め

る事項を記録し、裁判官が、これに裁判所の規則で定める記名押印に

代わる措置（当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。）

をとらなければならないものとすること。

(3)ア (1)により電磁的記録をもって発せられた逮捕状により被疑者を

逮捕するには、これに記録された(2)の事項及び(2)の記名押印に代

わる措置により表示される裁判官の氏名を裁判所の規則で定める方

法により表示したものを被疑者に示さなければならないものとする

こと。

イ １(4)ウは、(1)により電磁的記録をもって発せられた逮捕状によ

り被疑者を逮捕する場合についても同様とすること。

６ 検察官等がする差押え等に係る令状の電子的方法による発付・執行

(1) 刑事訴訟法第２１８条第１項の令状（注）は、裁判所の規則の定め
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るところにより、電磁的記録をもって発することができるものとする

こと。

（注）「第１－３」２(1)の電磁的記録提供命令に係る令状を含む。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する令状には、被疑者若しくは被

告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させ

るべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜

索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物、検査す

べき身体及び身体の検査に関する条件又は提供させるべき電磁的記録、

提供させるべき者及び提供の方法、有効期間並びにその期間経過後は

差押え、記録命令付差押え、捜索、検証又は電磁的記録提供命令に着

手することができず令状の電磁的記録を検察官、検察事務官又は司法

警察職員の使用に係る電子計算機から消去し、及びこれを出力した書

面があるときは破棄し、かつ、これらをした旨を記載した書面又は記

録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の

年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判官が、これに

裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置（当該裁判官の氏名が表

示されることとなるものに限る。）をとらなければならないものとする

こと。

(3) (1)により電磁的記録をもって発せられた令状についても、２(3)と

同様とすること。

７ 刑事訴訟法第２２５条第３項の許可状の電子的方法による発付・執行

(1) 刑事訴訟法第２２５条第３項の許可状は、裁判所の規則の定めると

ころにより、電磁的記録をもって発することができるものとすること。

(2) ４(2)及び(3)は、(1)により電磁的記録をもって発せられる許可状

についても同様とすること。

８ 収容状の電子的方法による発付・執行

(1) 収容状は、電磁的記録をもって発することができるものとすること。

(2) (1)により電磁的記録をもって発する収容状には、刑の言渡しを受

けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記

録し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印に代わる措置（当該

検察官又は司法警察員の氏名が表示されることとなるものに限る。）を

とらなければならないものとすること。

９ その他所要の規定の整備



- 10 -

第１－３ 電磁的記録を提供させる強制処分の創設

１ 裁判所による電磁的記録提供命令

(1) 裁判所は、必要があるときは、証拠となる電磁的記録と思料するも

の（以下「証拠電磁的記録」という。）を保管する者その他証拠電磁的

記録を利用する権限を有する者に命じて、電気通信回線を通じて裁判

所が指定する記録媒体に記録させ若しくは移転させ、又は記録媒体に

記録させ若しくは移転させて当該記録媒体を提出させる方法により、

証拠電磁的記録を提供させることができるものとし、ただし、記録媒

体に移転させる方法による提供は、証拠電磁的記録を保管する者に対

してのみ命じることができるものとすること。

(2) (1)の命令は、提供させるべき証拠電磁的記録、提供させるべき者

及び提供の方法を明らかにしてするものとすること。

(3) 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなけ

ればその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第１回の公

判期日前に限り、裁判官に(1)の命令を請求することができるものとし、

その請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同

一の権限を有するものとすること。

２ 捜査機関による電磁的記録提供命令

(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについ

て必要があるときは、裁判官の発する令状により、証拠電磁的記録を

保管する者その他証拠電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて、

電気通信回線を通じて検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が指

定する記録媒体に記録させ若しくは移転させ、又は記録媒体に記録さ

せ若しくは移転させて当該記録媒体を提出させる方法により、証拠電

磁的記録を提供させることができるものとし、ただし、記録媒体に移

転させる方法による提供は、証拠電磁的記録を保管する者に対しての

み命じることができるものとすること。

(2) (1)の令状には、被疑者又は被告人の氏名、罪名、提供させるべき

証拠電磁的記録、提供させるべき者、提供の方法、有効期間及びその

期間経過後は提供を命ずることができず令状はこれを返還しなければ

ならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記

載し、裁判官が、これに記名押印しなければならないものとすること

（注）。

（注）「第１－２」の規律に従い電子的方法による発付・執行に関する規律を

整備する。
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(3) 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、(1)の命令をする場合に

おいて、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、(1)の者に対し、

みだりに(1)の命令を受けたこと及び提供を命じられた証拠電磁的記録

を提供したことを漏らさないよう命ずることができるものとすること。

(4) (3)の許可の請求は、(1)の令状の請求をする際にしなければならな

いものとすること。

(5) 裁判官は、(3)の許可をするときは、(1)の令状にその旨を記載する

ものとすること。

３ 命令拒絶事由

１(1)又は２(1)により、公務員若しくは公務員であった者が保管する

証拠電磁的記録又は医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士（外国法

事務弁護士を含む。）、弁理士、公証人、宗教の職に在る者若しくはこれ

らの職に在った者が業務上委託を受けたため保管する証拠電磁的記録の

提供を命じるときについて、刑事訴訟法第１０３条から第１０５条まで

と同様の規律を設けるものとすること。

４ 移転をさせた電磁的記録の原状回復

(1) １(1)の命令により移転させた証拠電磁的記録について、当該命令

を受けた者に当該証拠電磁的記録を利用させないこととする理由がな

くなったときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対

し、当該証拠電磁的記録の複写を許し、又は当該証拠電磁的記録が記

録された記録媒体を交付しなければならないものとすること。

(2) (1)は、検察官、検察事務官又は司法警察職員がする２(1)の命令に

ついて準用するものとすること。

５ 不服申立て

(1) 裁判所がした１(1)の命令又は４(1)の複写の許可若しくは記録媒体

の交付に関する決定に対しては、抗告をすることができるものとする

こと。

(2) １(3)により裁判所と同一の権限を有する裁判官がした１(1)の命令

又は４(1)の裁判に対しては、準抗告をすることができるものとするこ

と。

(3) 検察官、検察事務官又は司法警察職員がした２(1)若しくは(3)の命

令又は４(2)において準用する４(1)の処分に対しては、準抗告をする

ことができるものとすること。

６ 罰則

(1) 正当な理由がなく１(1)又は２(1)の命令に違反したときは、その違

反行為をした者は、１年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金に処す
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るものとすること。

(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して(1)の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、(1)の罰金刑を科するも

のとすること。

７ その他所要の規定の整備

【検討課題】

(1) 捜査機関による電磁的記録提供命令

① 被処分者に対し、記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を

提出させる方法による場合に、記録媒体は被処分者が選択するものと

するか。捜査機関が記録媒体を指定するものとする場合、指定するこ

とができる範囲について司法審査を経るものとすることを要するか。

② ２(3)の命令（秘密保持命令）をすることができるものとするか。

(2) 命令に違反する行為についての罰則

① １(1)又は２(1)の命令（電磁的記録提供命令）を受けた者がこれに違

反した場合について、刑事罰を設けるか。法定刑はどのようなものと

するか。当該行為が法人の業務に関してなされた場合には、当該法人

も罰するものとするか。

② ２(3)の命令（秘密保持命令）を受けた者がこれに違反した場合につ

いて、刑事罰を設けるか。法定刑はどのようなものとするか。当該行

為が法人の業務に関してなされた場合には、当該法人も罰するものと

するか。

(3) その他
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第１－４ 電子的方法による証拠開示等

１ 証拠となる電磁的記録の閲覧等の機会の付与

(1) 刑事訴訟法第２９９条第１項の証拠書類又は証拠物が電磁的記録を

もって作成されたものであるとき又は電磁的記録が記録された記録媒

体であるときは、同項の規定による閲覧する機会の付与は、相手方に

対し、当該電磁的記録の内容が表示されたものを閲覧し、又はその内

容が再生されたものを視聴する機会を与えることによりするものとす

ること。

(2)ア 刑事訴訟法第３１６条の１４第１項第１号の証拠書類又は証拠物

が電磁的記録をもって作成されたものであるとき又は電磁的記録が

記録された記録媒体であるときは、同号の規定による閲覧する機会

の付与（被告人に対するものに限る。）は、当該電磁的記録の内容が

表示されたものを閲覧し、又はその内容が再生されたものを視聴す

る機会を与えることによりするものとし、同号の規定による閲覧し、

かつ、謄写する機会の付与は、その内容が表示されたものを閲覧し、

又はその内容が再生されたものを視聴し、かつ、当該電磁的記録を

複写し、又はこれが出力された書面を得る機会を与えることにより

するものとすること。

イ 刑事訴訟法第３１６条の１４第１項第２号の供述録取書等が電磁

的記録をもって作成されたものであるとき又は電磁的記録を記録し

た記録媒体であるとき（当該供述録取書等を閲覧させることが相当

でないと認めるときを除く。）は、同号の規定による閲覧する機会の

付与（被告人に対するものに限る。）は、当該電磁的記録の内容が表

示されたものを閲覧し、又はその内容が再生されたものを視聴する

機会を与えることによりするものとし、同号の規定による閲覧し、

かつ、謄写する機会の付与は、その内容が表示されたものを閲覧し、

又はその内容が再生されたものを視聴し、かつ、当該電磁的記録を

複写し、又はこれが出力された書面を得る機会を与えることにより

するものとすること。

ウ 刑事訴訟法第３１６条の１４第１項第２号の規定による証人、鑑

定人、通訳人又は翻訳人が公判期日において供述すると思料する内

容の要旨を記載した書面を閲覧する機会の付与（被告人に対するも

のに限る。）は、これに代えて、当該要旨を記録した電磁的記録の内

容が表示されたものを閲覧する機会を与えることによりすることが

できるものとし、同号の規定による閲覧し、かつ、謄写する機会の
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付与は、これに代えて、その内容が表示されたものを閲覧し、かつ、

当該電磁的記録を複写し、又はこれが出力された書面を得る機会を

与えることによりすることができるものとすること。

エ ウの場合においては、刑事訴訟法第３１６条の１４第１項第２号

の規定による開示をしたものとみなすものとすること。

(3) 刑事訴訟法第３１６条の１５第１項又は第３１６条の２０第１項の

規定による開示をすべき証拠が電磁的記録をもって作成されたもので

あるとき又は電磁的記録が記録された記録媒体であるときにおけるこ

れらの規定による開示についても、(2)アと同様とするものとすること。

(4)ア 刑事訴訟法第３１６条の１８第１号の証拠書類又は証拠物が電磁

的記録をもって作成されたものであるとき又は電磁的記録を記録し

た記録媒体であるときは、同号の規定による閲覧し、かつ、謄写す

る機会の付与は、当該電磁的記録の内容が表示されたものを閲覧し、

又はその内容が再生されたものを視聴し、かつ、当該電磁的記録を

複写し、又はこれが出力された書面を得る機会を与えることにより

するものとすること。

イ 刑事訴訟法第３１６条の１８第２号の供述録取書等が電磁的記録

をもって作成されたものであるとき又は電磁的記録を記録した記録

媒体であるとき（当該供述録取書等を閲覧させることが相当でない

と認めるときを除く。）は、同号の規定による閲覧し、かつ、謄写す

る機会の付与は、当該電磁的記録の内容が表示されたものを閲覧し、

又はその内容が再生されたものを視聴し、かつ、当該電磁的記録を

複写し、又はこれが出力された書面を得る機会を与えることにより

するものとすること。

ウ 刑事訴訟法第３１６条の１８第２号の規定による証人、鑑定人、

通訳人又は翻訳人が公判期日において供述すると思料する内容の要

旨を記載した書面を閲覧し、かつ、謄写する機会の付与は、これに

代えて、当該要旨を記録した電磁的記録の内容が表示されたものを

閲覧し、かつ、当該電磁的記録を複写し、又はこれが出力された書

面を得る機会を与えることによりすることができるものとし、この

場合においては、同号の規定による開示をしたものとみなすものと

すること。

２ 証拠の一覧表に記載すべき事項の電子的方法による提供

刑事訴訟法第３１６条の１４第２項の規定による一覧表の交付は、こ

れに代えて、同条第３項の記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供

することによりすることができるものとし、この場合においては、同条
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第２項の一覧表の交付をしたものとみなすものとすること。

３ その他所要の規定の整備


